
地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
同
事
業
が
介
護
、
障
害
、
子
ど
も
及
び
生
活
困
窮
の
相
談
支
援
等
に
加
え
、
伴

走
支
援
、
多
機
関
協
働
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
等
の
新
た
な
機
能
を
担
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
同
事
業
が
よ
り
多
く
の
市
町
村

に
お
い
て
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
裁
量
的
経
費
を
含
め
て
必
要
な
予
算
を
安
定
的
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
各

種
事
業
の
継
続
的
な
相
談
支
援
の
実
施
に
十
分
留
意
し
、
そ
の
実
施
体
制
や
専
門
性
の
確
保
・
向
上
に
向
け
た
施
策
を
含
め
、

市
町
村
へ
の
一
層
の
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
福
祉
士
や
精
神
保
健
福
祉
士

が
活
用
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

二
、
認
知
症
に
対
す
る
概
念
の
変
化
、
政
令
で
定
め
る
状
態
に
つ
い
て
広
く
周
知
し
、
「
共
生
」
と
「
予
防
」
の
概
念
を
分
か

り
や
す
く
国
民
に
説
明
す
る
こ
と
。 

三
、
医
療
・
介
護
の
デ
ー
タ
基
盤
整
備
に
関
し
、
本
法
の
施
策
に
よ
っ
て
解
決
・
改
善
さ
れ
る
問
題
・
課
題
及
び
も
た
ら
さ
れ



る
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果
を
含
め
、
国
民
に
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
と
と
も
に
、
進
捗
管
理
を
徹

底
す
る
こ
と
。 

四
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
、
と
り
わ
け
国
家
試
験
に
合
格
し
た
介
護
福
祉
士
の
需
要
の
充
足
状
況
及
び

賃
金
・
処
遇
等
の
改
善
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
賃
金
・
処
遇
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
含
む
雇
用
管
理
及

び
勤
務
環
境
の
改
善
等
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
処
遇
改
善
加
算
等
が
賃
金
・
処
遇
等
の
改
善
に
有
効
に
つ
な
が
る
施
策

を
講
ず
る
等
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
の
確
保
・
育
成
に
向
け
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五
、
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
卒
業
者
へ
の
国
家
試
験
義
務
付
け
に
係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
本
来
速
や
か
に
終
了
さ
せ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
終
了
に
向
け
て
、
直
ち
に
検
討
を
開
始
し
、
必
要
な
施
策
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

ま
た
、
各
養
成
施
設
ご
と
の
国
家
試
験
の
合
格
率
な
ど
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
の
養
成
実
態
・
実
績
を
調
査
・
把
握
の
上
公

表
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
範
囲
で
過
去
に
遡
っ
て
公
表
し
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
介
護
福
祉
士
資
格
の

取
得
を
目
指
す
日
本
人
学
生
及
び
留
学
生
に
対
す
る
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
。 

六
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
制
度
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
が
地
域
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
に
資
す
る
存
在

と
し
て
事
業
展
開
で
き
る
よ
う
、
社
員
と
な
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
。
ま
た
、
社
会
福
祉
法
人
の



合
併
及
び
事
業
譲
渡
の
推
進
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


